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カ
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協
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す

る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
北
朝
鮮
に
よ
る
核
兵
器
開
発
を
巡
る
六
カ
国
協
議
に
つ
い
て
の
外
務
省
幹
部
の
見
解
に

関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
御
指
摘
の
者
が
御
指
摘
の
場
に
お
い
て
六
者
会
合
に
つ
い
て
発
言
し
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
そ

の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
五
月
二
十
三
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
九
〇
号
）
一
か
ら
三
ま
で
及
び
六
に
つ
い
て
は
、
外

務
省
と
し
て
、
誠
実
に
お
答
え
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

日
朝
平
壌
宣
言
に
明
記
さ
れ
た
ミ
サ
イ
ル
発
射
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
安
全
に
直
接
か
か
わ
る
ミ
サ

イ
ル
の
発
射
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
平
成
十
八
年
七
月
五
日
の
北
朝
鮮
に
よ
る
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
発
射
は
、
同
宣
言

に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

一



ら

北
朝
鮮
と
の
関
係
に
関
す
る
政
府
の
方
針
は
、
日
朝
平
壌
宣
言
に
基
づ
き
、
拉
致
、
核
、
ミ
サ
イ
ル
と
い
っ
た
諸
懸
案
を

包
括
的
に
解
決
し
、
不
幸
な
過
去
を
清
算
し
て
日
朝
国
交
正
常
化
を
実
現
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
仮
定
に
基
づ

く
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

五
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
七
月
五
日
の
北
朝
鮮
に
よ
る
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
発
射
に
際
し
、
我
が
国
と
し
て
は
、
こ
れ
が
日
朝
平
壌
宣
言

に
違
反
す
る
と
の
認
識
の
下
、
関
係
諸
国
と
も
緊
密
に
連
携
し
つ
つ
対
処
し
て
お
り
、
外
務
省
と
し
て
は
、
先
の
答
弁
書

（
平
成
二
十
年
五
月
二
十
三
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
九
〇
号
）
四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
考
え
に
変
わ
り
は
な
い
。

二


